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沖縄県東 村

ひがしそん
では、農地の集積率が低く、⾼齢化や担い⼿不⾜による遊

休農地＊の増加が課題となっています。 
同村では、パインアップル等の栽培が盛んであり、同県外からの新規

就農希望者が増えていたことから、地域計画の策定に当たっては、新規
就農者が実践的な農業経営を学ぶ場である東村新規就農者育成センター
と連携し、新規就農希望者に地域計画の話合いへの参加を呼び掛けまし
た。その上で、法⼈への就労マッチングや同センターでの研修、利⽤予
定の遊休農地の再⽣整備等の⽀援を⾏うとともに、地域計画において、
話合いに参加した新規就農希望者を将来の同村の農業を担う者として位
置付けました。これらの新規就農希望者は同県外から移住して、同セン
ターからの⽀援を受け、同村の特産品であるパインアップルの⽣産者と
して就農しています。 

今後は、地域計画を定期的に更新していくとともに、同センターの受
⼊体制を整備し、地域全体で新規就農者と農地のマッチングを進めてい
くこととしています。 

 
＊ 第2章第3節を参照  

東東村村ででのの話話合合いいのの場場  
資料：沖縄県東村 

((事事例例))  新新規規就就農農希希望望者者がが地地域域計計画画のの話話合合いいにに参参加加((沖沖縄縄県県))  

図表 トピ1-2 地域計画策定の流れ 

資料：農林⽔産省作成 

市町村

農地中間管理機構
(農地バンク)

地域計画に基づき
農地の集積・集約のための
農地中間管理事業を実施

参加

素案の作成

意向

農業協同組合､⼟地改良区等

地域農業のビジョンの
議論に参加

協議の場で地域農業の
ビジョンを協議

10年後を⾒通した
⽬標地図の作成

⽬標地図＋地域農業のビジョン
を含む地域計画の策定

農業委員会

農業者､農地所有者､
その他の関係者

 

トトピピッッククスス11  地地域域農農業業のの将将来来をを描描くく地地域域計計画画のの取取組組  
 
農業者の減少や⾼齢化が進み、農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農

地の有効利⽤につながるよう、農地の集約化等の取組を加速化することが課題となってい
ます。そのため、令和5(2023)年4⽉の改正後の農業経営基盤強化促進法では、地域での話
合いを通して、⽬指すべき地域農業の在り⽅や、将来の農地利⽤を明確化するための⽬標
地図1を内容とする「地域計画」を令和7(2025)年3⽉末までに策定することとされました。 

以下では、地域計画の策定状況と農地の集約化の状況、将来の農地の受⽫となる担い⼿
への⽀援等について紹介します。 

 
((ササスステティィナナブブルルなな農農業業構構造造へへのの転転換換がが重重要要))  

農業経営体数は全体として⼤きく減少してきており、品⽬ごとに異なるものの、令和
12(2030)年には令和2(2020)年に⽐べ半減すると⾒込まれています(図図表表  トトピピ11--11)。この
ような中、農地を適切に利⽤する経営体を確保していくためには、将来の担い⼿の育成・
確保を推進するとともに、販売⾦額に占める担い⼿のシェア拡⼤や農業者の世代間バラン
スの確保等を図り、持続可能な農業構造にしていくことが重要です。 

このような課題について、地域が⼀体となって地域農業の将来の在り⽅や、誰がどの農
地を利⽤していくのかを明確化していくのが地域計画の取組です。 

 

 
 

((地地域域計計画画のの策策定定をを推推進進))  
地域計画は、地域農業の将来設計図となるものであることから、地域の農業関係者が⼀

体となって話し合い、若年者や⼥性、新規就農者、法⼈等の幅広い意⾒を取り⼊れながら
策定していくこととしています(図図表表  トトピピ11--22)。 

 

 
1 農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤に関する⽬標として、農業を担う者ごとに利⽤する農⽤地等を定め、地図に表⽰したもの 

図表 トピ1-1 主な耕種農業に関する農業構造の⾒通し(経営体数) 
（単位：万経営体）

令和2年
(2020)

12
(2030)

2
(2020)

12
(2030)

2
(2020)

12
(2030)

2
(2020)

12
(2030)

2
(2020)

12
(2030)

農業経営体計 54.3 23.6 5.5 3.8 10.4 6.2 6.1 4.6 12.9 6.5
法⼈等団体経営体 1.2 1.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
主業経営体 6.2 2.7 2.0 0.9 3.7 1.8 3.5 1.7 3.9 1.9
準主業・副業的経営体 46.9 19.2 3.1 2.5 6.4 4.0 2.4 2.5 8.8 4.3

露地野菜 施設野菜 果樹
⼟地利⽤型農業

稲作 稲作以外

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 農林業センサスの「販売⾦額1位の部⾨別」データを⽤い、令和12(2030)年の数値については、平成22(2010)年から令和2(2020)年

までの10年間のすう勢(法⼈等団体経営体の増加、個⼈経営体の減少や基幹的農業従事者の減少等)に基づき推計 
2) 「稲作以外」は、⻨類作、雑穀・いも類・⾖類、⼯芸農作物の合計 
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また、策定された地域計画における⽬標地図の分類を⾒ると、将来の受け⼿に農地を集
約化した⽬標地図を作成できた地域計画は約1割となっています(図図表表  トトピピ11--44)。 

これらの主な要因としては、貸し先について所有者の意向が強い場合があるほか、不在
村農地所有者の存在等により農地の利⽤意向の把握が不完全であったことで⼗分な話合い
を実施できなかったことがあります。また、市町村によっては議論をリードする⼈材が不
⾜していること等により関係者の意向の取りまとめが難しいことや、話合いの場を実質化
する体制が整備段階にあったことに加え、地域に農地の受け⼿となる担い⼿が不⾜してい
ること等も要因として挙げられます。 

 

 
 

 
((農農地地のの集集約約化化やや品品⽬⽬別別のの団団地地化化をを推推進進))  

地域計画の策定を通じて農地の集約化が進展した地区も⾒られています(図図表表  トトピピ11--55)。
このような地区に対して令和7(2025)年5〜6⽉に実施したアンケート調査によると、その
要因として、話合いをきっかけに将来の担い⼿について合意形成が図られたことや、基盤
整備によって農地の⼤区画化が進み、担い⼿が農地を引き受けやすくなったこと等が挙げ
られました。また、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)の活⽤や担い⼿の経

地地域域でで集集約約化化にに向向けけたた  
意意味味ののああるる話話合合いいががででききたた地地域域  

資料：農林⽔産省作成 
注：( )内は、策定された地域計画数に占める割合 

現現在在のの農農地地利利⽤⽤のの状状況況をを把把握握すするるににととどどままりり、、  
1100年年後後のの姿姿ままでで協協議議ででききななかかっったた地地域域  

図表 トピ1-4 地域別の地域計画における⽬標地図の分類 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ( )内は、策定された地域計画数に占める割合 

2) 令和7(2025)年4⽉末時点の数値 

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

全国

489 2,513 3,050 1,998 1,033 3,906 2,216 3,689 18,894
178 259 103 418 184 513 107 291 2,053

(36%) (10%) (3%) (21%) (18%) (13%) (5%) (8%) (11%)
243 731 1,173 1,003 526 1,991 737 2,132 8,536

(50%) (29%) (38%) (50%) (51%) (51%) (33%) (58%) (45%)
16 1,395 1,642 568 263 1,218 1,370 1,218 7,690

(3%) (56%) (54%) (28%) (25%) (31%) (62%) (33%) (41%)
18 112 4 1 5 58 198

(4%) (4%) (0.1%) (0.1%) (0.5%) (1%) (1%)
34 16 128 8 55 126 2 48 417

(7%) (1%) (4%) (0.4%) (5%) (3%) (0.1%) (1%) (2%)
その他(将来の農地利⽤が確
実な農地のみを区域設定等)

00

将来の受け⼿に集約化

策定された地域計画数(地区)

現況地図にほぼ近い

将来の受け⼿が不⾜

将来像の⽅向性はあるが将来
の受け⼿の特定を保留

 

 
 

((全全国国1188,,889944地地区区ににおおいいてて地地域域計計画画をを策策定定))  
地域計画が策定されている市町村数・地区数は、令和7(2025)年4⽉末時点で1,615市町

村、18,894地区となっています(図図表表  トトピピ11--33)。 
 

 
 
地域計画区域内の農⽤地等⾯積は422万2千haであり、このうち将来の受け⼿が位置付け

られていない農地⾯積は約3割にも上ります。中国・四国、関東地域において、受け⼿が
位置付けられていない農地の割合が⾼くなっています。 

 

図表 トピ1-3 地域別の地域計画策定市町村数・地区数、地域計画区域内の農⽤地等⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ( )内は、地域計画区域内の農⽤地等⾯積に占める割合 

2) 令和7(2025)年4⽉末時点の数値 

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

全国

172 223 394 80 119 172 195 260 1,615
(参考)策定予定数 172 223 395 80 120 174 197 265 1,626

489 2,513 3,050 1,998 1,033 3,906 2,216 3,689 18,894
(参考)策定予定数 489 2,514 3,120 1,998 1,158 4,350 2,271 3,705 19,605

120.0 84.4 67.9 30.8 13.6 16.6 37.6 51.4 422.2

⽬標地図に位置付けられた
農業者の10年後の経営⾯積

108.7
(91%)

54.1
(64%)

34.5
(51%)

23.9
(77%)

7.8
(57%)

11.5
(69%)

15.0
(40%)

32.9
(64%)

288.3
(68%)

将来の受け⼿が位置付けら
れていない農地⾯積

11.2
(9%)

30.3
(36%)

33.4
(49%)

6.9
(23%)

5.8
(43%)

5.1
(31%)

22.6
(60%)

18.5
(36%)

133.9
(32%)

策定市町村数(市町村)

策定された地域計画数(地区)

地域計画区域内の農⽤地等⾯
積(万ha)

 
千葉県南房総市

みなみぼうそうし
では、⾃給飼料の増産のため畜産農家を中⼼に飼料作物の作付けをしており、同

市における⽔⽥⾯積のうち約1割が飼料作物となっています。同市の和⽥
わ だ

地区では、畜産農家から
播種
は し ゅ

や収穫等の飼料の⽣産作業を受託する外部⽀援組織であるコントラクターが中⼼となり飼料作
物を⽣産しています。 

同市では、令和5(2023)年度から地域計画の策定に向けた話合いが
開始されました。話合いには畜産農家も積極的に参加し、耕畜連携
や⾃給飼料の⽣産、コントラクターの位置付け等が地域計画に盛り
込まれました。従来は⼟地改良区や地区単位の耕種農家のみの集ま
りだったところ、畜産農家を含む、より広範な地域の農業関係者が
参集したことで、参加者からは、「将来の農業についての率直な意⾒
交換ができ、⽬標地図の作成によって視覚的な情報から⽬指す形が
認識できた」といった好意的な意⾒が出されました。また、ほ場の
条件に応じて⽔稲作付エリアと飼料作物作付エリアを分けるといっ
た⽅向性を確認することができました。 

今後は、地域計画の⾒直しの話合いに係るアンケート調査を実施
し、農地の更なる有効活⽤に向けて情報を更新していくこととして
おり、地域計画の策定を通じて耕畜連携や⾃給飼料の増産に向けた
取組が広がっていくことが期待されています。 
 

南南房房総総市市ででのの話話合合いいのの場場  
資料：千葉県南房総市 

((事事例例))  地地域域計計画画をを通通じじてて耕耕畜畜連連携携やや⾃⾃給給飼飼料料のの増増産産をを推推進進((千千葉葉県県))  
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また、策定された地域計画における⽬標地図の分類を⾒ると、将来の受け⼿に農地を集
約化した⽬標地図を作成できた地域計画は約1割となっています(図図表表  トトピピ11--44)。 

これらの主な要因としては、貸し先について所有者の意向が強い場合があるほか、不在
村農地所有者の存在等により農地の利⽤意向の把握が不完全であったことで⼗分な話合い
を実施できなかったことがあります。また、市町村によっては議論をリードする⼈材が不
⾜していること等により関係者の意向の取りまとめが難しいことや、話合いの場を実質化
する体制が整備段階にあったことに加え、地域に農地の受け⼿となる担い⼿が不⾜してい
ること等も要因として挙げられます。 

 

 
 

 
((農農地地のの集集約約化化やや品品⽬⽬別別のの団団地地化化をを推推進進))  

地域計画の策定を通じて農地の集約化が進展した地区も⾒られています(図図表表  トトピピ11--55)。
このような地区に対して令和7(2025)年5〜6⽉に実施したアンケート調査によると、その
要因として、話合いをきっかけに将来の担い⼿について合意形成が図られたことや、基盤
整備によって農地の⼤区画化が進み、担い⼿が農地を引き受けやすくなったこと等が挙げ
られました。また、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)の活⽤や担い⼿の経

地地域域でで集集約約化化にに向向けけたた  
意意味味ののああるる話話合合いいががででききたた地地域域  

資料：農林⽔産省作成 
注：( )内は、策定された地域計画数に占める割合 

現現在在のの農農地地利利⽤⽤のの状状況況をを把把握握すするるににととどどままりり、、  
1100年年後後のの姿姿ままでで協協議議ででききななかかっったた地地域域  

図表 トピ1-4 地域別の地域計画における⽬標地図の分類 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ( )内は、策定された地域計画数に占める割合 

2) 令和7(2025)年4⽉末時点の数値 

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

全国

489 2,513 3,050 1,998 1,033 3,906 2,216 3,689 18,894
178 259 103 418 184 513 107 291 2,053

(36%) (10%) (3%) (21%) (18%) (13%) (5%) (8%) (11%)
243 731 1,173 1,003 526 1,991 737 2,132 8,536

(50%) (29%) (38%) (50%) (51%) (51%) (33%) (58%) (45%)
16 1,395 1,642 568 263 1,218 1,370 1,218 7,690

(3%) (56%) (54%) (28%) (25%) (31%) (62%) (33%) (41%)
18 112 4 1 5 58 198

(4%) (4%) (0.1%) (0.1%) (0.5%) (1%) (1%)
34 16 128 8 55 126 2 48 417

(7%) (1%) (4%) (0.4%) (5%) (3%) (0.1%) (1%) (2%)
その他(将来の農地利⽤が確
実な農地のみを区域設定等)

00

将来の受け⼿に集約化

策定された地域計画数(地区)

現況地図にほぼ近い

将来の受け⼿が不⾜

将来像の⽅向性はあるが将来
の受け⼿の特定を保留

 

 
 

((全全国国1188,,889944地地区区ににおおいいてて地地域域計計画画をを策策定定))  
地域計画が策定されている市町村数・地区数は、令和7(2025)年4⽉末時点で1,615市町

村、18,894地区となっています(図図表表  トトピピ11--33)。 
 

 
 
地域計画区域内の農⽤地等⾯積は422万2千haであり、このうち将来の受け⼿が位置付け

られていない農地⾯積は約3割にも上ります。中国・四国、関東地域において、受け⼿が
位置付けられていない農地の割合が⾼くなっています。 

 

図表 トピ1-3 地域別の地域計画策定市町村数・地区数、地域計画区域内の農⽤地等⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ( )内は、地域計画区域内の農⽤地等⾯積に占める割合 

2) 令和7(2025)年4⽉末時点の数値 

北海道 東北 関東 北陸 東海 近畿
中国・
四国

九州・
沖縄

全国

172 223 394 80 119 172 195 260 1,615
(参考)策定予定数 172 223 395 80 120 174 197 265 1,626

489 2,513 3,050 1,998 1,033 3,906 2,216 3,689 18,894
(参考)策定予定数 489 2,514 3,120 1,998 1,158 4,350 2,271 3,705 19,605

120.0 84.4 67.9 30.8 13.6 16.6 37.6 51.4 422.2

⽬標地図に位置付けられた
農業者の10年後の経営⾯積

108.7
(91%)

54.1
(64%)

34.5
(51%)

23.9
(77%)

7.8
(57%)

11.5
(69%)

15.0
(40%)

32.9
(64%)

288.3
(68%)

将来の受け⼿が位置付けら
れていない農地⾯積

11.2
(9%)

30.3
(36%)

33.4
(49%)

6.9
(23%)

5.8
(43%)

5.1
(31%)

22.6
(60%)

18.5
(36%)

133.9
(32%)

策定市町村数(市町村)

策定された地域計画数(地区)

地域計画区域内の農⽤地等⾯
積(万ha)

 
千葉県南房総市

みなみぼうそうし
では、⾃給飼料の増産のため畜産農家を中⼼に飼料作物の作付けをしており、同

市における⽔⽥⾯積のうち約1割が飼料作物となっています。同市の和⽥
わ だ

地区では、畜産農家から
播種
は し ゅ

や収穫等の飼料の⽣産作業を受託する外部⽀援組織であるコントラクターが中⼼となり飼料作
物を⽣産しています。 

同市では、令和5(2023)年度から地域計画の策定に向けた話合いが
開始されました。話合いには畜産農家も積極的に参加し、耕畜連携
や⾃給飼料の⽣産、コントラクターの位置付け等が地域計画に盛り
込まれました。従来は⼟地改良区や地区単位の耕種農家のみの集ま
りだったところ、畜産農家を含む、より広範な地域の農業関係者が
参集したことで、参加者からは、「将来の農業についての率直な意⾒
交換ができ、⽬標地図の作成によって視覚的な情報から⽬指す形が
認識できた」といった好意的な意⾒が出されました。また、ほ場の
条件に応じて⽔稲作付エリアと飼料作物作付エリアを分けるといっ
た⽅向性を確認することができました。 

今後は、地域計画の⾒直しの話合いに係るアンケート調査を実施
し、農地の更なる有効活⽤に向けて情報を更新していくこととして
おり、地域計画の策定を通じて耕畜連携や⾃給飼料の増産に向けた
取組が広がっていくことが期待されています。 
 

南南房房総総市市ででのの話話合合いいのの場場  
資料：千葉県南房総市 

((事事例例))  地地域域計計画画をを通通じじてて耕耕畜畜連連携携やや⾃⾃給給飼飼料料のの増増産産をを推推進進((千千葉葉県県))  

 

19

ト
ピ
ッ
ク
ス

農村白書2026_1-0-3_Topix.indd   19農村白書2026_1-0-3_Topix.indd   19 2026/05/13   18:25:272026/05/13   18:25:27



 

トトピピッッククスス22  特特別別企企画画：：昭昭和和110000年年をを振振りり返返っってて  
 
令和8(2026)年に、昭和元(1926)年から起算して満100年を迎えます。昭和から平成、令

和にかけての100年間で、我が国の⾷料・農業・農村は⼤きく変わりました。以下では、
令和7(2025)年度の特別企画として、社会・経済の全般的な動き、国⺠⽣活の変化、農業
⽣産・農業構造の動向、農村の変化について紹介します1。 
 

((11))  昭昭和和初初期期かからら戦戦中中、、戦戦後後復復興興ににかかけけててのの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((昭昭和和元元〜〜2200年年))  

昭和初期においては、国⺠所得の増⼤や都市化に伴って⾷⽣活の質が向上し、農業⽣産
の構成も変化していきました。⽣⽷の価格が暴落し、桑の⽣産に代わって野菜や果実の⽣
産が増加する中、農業関係の試験研究の体制が整い、農作物の品種開発と栽培技術の向上、
家畜の改良に向けた環境整備が⾏われました。 

例えば稲は寒さにはあまり強くないため、北海道や東北等では昭和初期において稲が⼗
分に実らない冷害が起きました。このため、耐冷性を強化した品種の開発が進み、昭和
6(1931)年に多収性、耐冷性、そして良⾷味を兼ね備えた品種「⽔稲

すいとう
農林
のうりん

1号
ごう

」が誕⽣しま
した。また、⻄洋りんごについては、欧⽶から様々な品種を輸⼊して栽培試験を⾏ってき
ましたが、昭和初期にかけて、試験研究機関による組織的な国産品種の開発が開始されま
した。 

こうした取組を背景に、我が国の農業は、世界恐慌2の影響を受けながらも、農業者の経
営多⾓化で対応し、野菜や果実、⼯芸農作物、畜産の⽣産が⼤幅に拡⼤しました。⾷糧⾃
給の⾯からは、⼩⻨の増産が注⽬され、技術的な改良等を通じて増産が図られました。 

流通・消費⾯を⾒ると、鉄道交通網の発達により、野菜や果実の⻑距離輸送が増加しま
したが、昭和初期の家庭には冷蔵庫等の電化製品が普及しておらず、⽣鮮⾷品の⻑期保存
は困難でした。 

このような中、昭和2(1927)年には、京都市
き ょ う と し

で中央卸
売市場法に基づく初の中央卸売市場が開設されました。
その後、昭和5(1930)年に⾼知市

こ う ち し
、昭和6(1931)年に

横浜市
よ こ は ま し

、⼤阪市
お お さ か し

、昭和7(1932)年に神⼾市
こ う べ し

、昭和10(1935)
年に東京市

とうきょうし
(当時)で、それぞれ中央卸売市場が開設され

ました。 
昭和14(1939)年に始まった第⼆次世界⼤戦下では、⽶

や⻨等の⽣産が優先され、⽣⽷や果実等の⽣産が減少し
たほか、昭和17(1942)年には⾷糧管理法が制定され、
様々な物資の統制が⾏われる中で、⽶⻨についても配給
統制が⾏われました。さらに、肥料等農業⽣産資材の配
給、労働⼒の調整が⾏われ、農業の⽣産構造や農村は著
しく変化しました。 

 
1 参考⽂献⼀覧を参照 
2 昭和4(1929)年に⽶国で発⽣し、世界的に影響を及ぼした。 

せせりりのの様様⼦⼦  
資料：東京都中央卸売市場 

 

営基盤の強化、外部からの担い⼿の誘致に積極的に取り組んでいる傾向も⾒られました。 
農林⽔産省では、地域計画の分析を通して農地の集約化の状況と課題を整理し、地域計

画の継続的な⾒直しを後押しするとともに、集約化の進捗率を定量的に評価する⼿法の実
装に向けた検討を⾏うこととしています。また、農地の効率的な利⽤に向けて、品⽬別の
団地化が重要であることから、「地域計画を核とした産地づくり」を推進することとしてい
ます。 

 

 
 

((地地域域計計画画のの継継続続的的なな⾒⾒直直ししがが必必要要))  
地域計画は、その策定過程を通じて、地域の課題が浮き彫りとなるものであり、⼀度策

定して終わりとするのではなく、市町村を始めとする関係機関や地域の農業者の話合いに
より継続的に⾒直し、完成度を⾼めていくこととしています。 

特に、⽬標地図が現況地図に近い地域や、将来の受け⼿が位置付けられていない農地が
多い地域等については、担い⼿の育成・確保とともに、担い⼿への農地の⼀層の集約化を
通じて受け⼿不在の農地の解消を進めていくことが必要となっています。また、将来の地
域農業を⾒据えた地域計画にしていくためには、今後地域を担っていく若者が、地域計画
に参画していくことが必要です。これらに当たっては、農業者を⽀える市町村の職員数が
減少する中1、市町村に加え、農業委員会や農業協同組合（以下「農協」という。）、⼟地改
良区、農地バンク、都道府県等の関係機関・農業関係者が⼀体的に取組を進めるための推
進体制を整備することが重要です。さらに、地域の幅広い関係者で話合いを⾏った結果と
して、将来の受け⼿に農地を集約化する⽬標地図を作成できた地域であっても、その後、
地域計画の広域化等の変化が⽣じれば、その実情に応じた⾒直しが必要です。 

農林⽔産省では、地域計画の継続的な⾒直しを
全国的に展開することに加え、農地の集約化に取
り組む地域への⽀援や、農地バンクによる農地の
引受機能の強化、⼤区画化等の基盤整備の推進、
農地の受⽫となる担い⼿の機械導⼊等への⽀援、
新規就農の促進、地域外からの担い⼿の誘致への
⽀援等を実施していくこととしています。  

 
1 第6章第2節を参照 

図表 トピ1-5 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域) 
⽔稲・⼩⻨・⼤⾖の⼟地利⽤型中⼼の地域となっており、複数の法⼈(丸印)が地域の後継者のいない農地を⼀⼿に引き受け集
約化し、営農しやすいよう団地化 

＊写真の出典は、A県B市 
資料：農林⽔産省作成 

現現況況地地図図((令令和和44((22002222))年年度度))  ⽬⽬標標地地図図((令令和和1144((22003322))年年度度))  

P○ 図表トピ1-4 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域)

557733
557744

P○ 図表トピ1-4 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域)

557733
557744

地地域域計計画画((地地域域農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進計計画画))  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei 

/koukai/chiiki_keikaku.html 
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